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碧南市地域農業再生協議会 議事録 

 

１ 開催日時 

令和５年８月２４日（木）午後１時１５分から午後１時５０分まで 

２ 場所 

碧南市役所７階 議員大会議室 

３ 現在会員数 

会員２３名、監事２名 

４ 出席会員数 

会員２３名、監事２名 

田 政信（会長）神谷 昌明（副会長）山中 力四郎   市古 昭子 

黒田 実      長谷部 実     藤浦 利吉    近藤 正孝 

金子 さか江    三島 孝二     石川 清勝    藤関 弘之 

永井 是充     新美 康弘     金原 節子    加藤 浩孝 

下島 良一     杉浦 孝明     磯貝 孝弘    山中 光弘 

鈴木 良樹     野村 勝己    生田 和重     永坂 男（監事） 

原田 孝司（監事） 

５ 出席事務局 

事務局長（碧南市農業水産課長）          牧 勝彦 

事務局（ＪＡあいち中央営農部碧南営農センター長） 石川 浩義 

事務局（碧南市農業水産課農政振興係長）      本多 真   

事務局（碧南市農業水産課農政振興係主査）     北村 信晃 

６ オブザーバー 

  東海農政局愛知支局より２名 

７ 傍聴人 

  ０名 

８ 議事とその結果 

【事務局】 

～本協議会の成立を報告～ 

【会長】 
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あいさつ  

【事務局】 

ありがとうございました。規約第１３条第２項により、議長は会長とするためこれ

からの進行は会長よりお願いします。 

【会長】それでは規約に基づきまして議長を務めさせていただきます。円滑な進行に

協力をお願いいたします。まず始めに議事録署名人を選任します。私から指名させて

いただいてよろしいですか。 

【会員】 

異議なし。 

【議長】 

それでは今回の議事録署名人は、神谷昌明様と山中力四郎様にお願いいたします。 

【議長】 

それでは議事に入ります。 

第１号議案「令和５年度水田農業対策の実施状況について」事務局より説明をお願

いいたします。 

【事務局】 

～第１号議案説明～ 

【議長】 

ただいま第１号議案の説明が終わりました。これより質疑に入りたいと思いますが

何かご質問等ございますでしょうか。 

 特にないということでございますので、第１号議案につきまして、承認される方は

挙手をお願いいたします。挙手全員ということでございますので、第１号議案を承認

いたします。続きまして、第２号議案「令和６年度水田農業対策の取組及び作付地域

について」事務局より説明をお願いいたします。 

【事務局】 

～第２号議案説明～ 

【議長】 

ただいま第２号議案の説明が終わりました。これより質疑に入りたいと思いますが

何かご質問等ございますでしょうか。 

 特にないということでございますので、第２号議案につきまして、承認される方は
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挙手をお願いいたします。挙手全員ということでございますので、第２号議案を承認

いたします。続きまして、第３号議案「令和５年度事業計画の変更（第１号）及び補

正予算（第１号）について」事務局より説明をお願いいたします。 

【事務局】 

～第３号議案説明～ 

【議長】 

ただいま第３号議案の説明が終わりました。これより質疑に入りたいと思いますが

何かご質問等ございますでしょうか。 

特にないということでございますので、第３号議案につきまして、承認される方は

挙手をお願いいたします。挙手多数ということでございますので、第３号議案を承認

いたします。 

これで議案につきましては、全て審議を終えましたが、引き続き ４ その他 と

いうことで何かございますか。 

【事務局】 

   ～４ その他（１）、（２）説明～ 

【議長】 

ただいま事務局からの説明が終わりました。 

何かご質問等ございますでしょうか。 

【会員】 

 対象者の方へ丁寧に転作依頼を通知されている印象を受けたが、対象者からの返答

率はどの程度か。農協しか把握していないのか、事務局でも把握しているのか。 

【事務局】 

回答や返信の無い方については、農協から事務局に連絡をいただき、碧南営農セン

ターさんのほうで電話連絡や場合によってはお自宅に訪問等により全て返答をいただ

いています。 

【会員】 

 例年たまに麦畑の中に水稲の田んぼが１枚だけあるというような状況を見かけるが、

そのような方は勝手に作付をされているのか。 

【事務局】 

転作に御協力いただけない方については、農協さんや農業委員会の会長さんとでお
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自宅に訪問する等して、転作依頼の交渉を行っています。最終的には転作に同意いた

だけない場合もありますが、中にはその交渉により相手の方にも譲歩いただき、転作

を同意いただいている箇所もございます。 

【会員】 

 先ほどの議案資料に記載されていた生産数量目標目安に対する水稲の作付率につい

ては実績に近い数字ということでよいか。 

【事務局】 

はい。ほとんどこの数字が実績に近い形と考えていただければと思います。 

【会員】 

 碧南では３年のローテーションが上手く回っていると感じる。転作については強制

力が無いものだが、職員の方や農業委員会の会長さん等の関係者の方々の努力により

成り立っているということを東海農政局の方にも認識をしていただきたいと思う。 

【議長】 

他にございますでしょうか。それでは最後に、東海農政局愛知支局様より国の施策

等について情報提供いただけるとのことですのでよろしくお願いいたします。 

【オブザーバー】（東海農政局） 

   ～米の基本指針（案）及びＭＡＦＦアプリについて～ 

  【議長】 

   ありがとうございました。 

   その他皆様から何かご意見等ございますでしょうか。 

特段ないということですので、これをもちまして碧南市地域農業再生協議会を閉会

いたします。慎重な審議をありがとうございました。 

 

～午後１時５０分 終了～ 

 


